
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
金
融
の
機
能
の
強
化
及

び
安
定
の
確
保
を
図
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 参

議
院
財
政
金
融
委
員
会 

 
 

令

和

三

年

五

月

十

八

日 

 

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
範
囲
規
制
や
銀
行
等
の
出
資
規
制
を
緩
和
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
銀
行
法
が
銀
行
の
業

務
の
公
共
性
に
鑑
み
な
が
ら
、
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
利
益
相
反

取
引
の
防
止
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
の
防
止
、
他
業
リ
ス
ク
の
排
除
の
観
点
か
ら
、
銀
行
グ
ル
ー
プ
が
自
己
の
利
益
の
み
を

追
求
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
経
済
の
成
長
や
地
方
創
生
の
た
め
に
そ
の
役
割
を
適
切
に
果
た
す
よ
う
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う

と
と
も
に
、
本
法
附
則
第
四
十
四
条
の
検
討
条
項
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
適
時
適
切
に
制
度
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

国
際
金
融
機
能
の
強
化
に
向
け
た
海
外
の
高
度
金
融
人
材
や
金
融
事
業
者
の
受
入
れ
の
促
進
に
お
い
て
は
、
本
法
や
税
制

上
の
措
置
な
ど
費
用
面
か
ら
の
取
組
だ
け
で
は
な
く
、
金
融
教
育
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
の
た
め
の
成
長
資
金
需
要
の
拡

大
と
い
っ
た
期
待
収
益
面
か
ら
の
取
組
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
。 

 

三 

移
行
期
間
特
例
業
務
及
び
海
外
投
資
家
等
特
例
業
務
制
度
の
運
用
に
お
い
て
は
、
国
内
外
の
投
資
家
保
護
の
た
め
海
外
当

局
と
も
連
携
し
適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
。 

 

四 

銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
が
保
有
す
る
株
式
の
受
託
会
社
を
通
じ
た
議
決
権
行
使
に
お
い
て
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ



ナ
ン
ス
が
機
能
す
る
よ
う
適
切
に
監
視
す
る
こ
と
。
ま
た
、
同
機
構
の
存
続
期
限
が
こ
れ
ま
で
幾
度
も
延
長
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
市
場
の
動
向
を
見
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
早
急
に
株
式
等
の
処
分
を
進
め
る
こ
と
。 

 

五 

資
金
交
付
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
制
度
上
、
勘
定
廃
止
の
際
に
国
庫
に
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
資
金
を
活

用
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
交
付
に
よ
り
金
融
機
関
等
が
地
域
経
済
の
活
性
化
等
に
果
た
し
た
役
割
な
ど
に
関
し
、
国
会
に

対
す
る
説
明
責
任
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
。
ま
た
、
資
金
交
付
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
対
象
経
費
や
交
付
率
等
を
定
め
る

に
当
た
っ
て
は
、
資
金
交
付
制
度
の
適
切
な
運
用
を
確
保
す
る
観
点
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

六 

同
じ
く
資
金
交
付
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
日
本
銀
行
が
実
施
す
る
「
地
域
金
融
強
化
の
た
め
の
特
別
当
座
預
金
制

度
」
と
の
間
で
十
分
に
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
金
融
機
能
の
強
化
が
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。 

 

七 

「
物
価
安
定
の
目
標
」
を
達
成
す
る
た
め
の
日
本
銀
行
に
よ
る
超
低
金
利
政
策
の
長
期
化
が
、
金
融
機
関
の
資
金
利
益
の

悪
化
を
通
じ
て
金
融
仲
介
機
能
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
こ
と
に
鑑
み
、
日
本
銀
行
と
の
共
同
声
明
で
あ
る
「
デ
フ
レ
脱
却

と
持
続
的
な
経
済
成
長
の
実
現
の
た
め
の
政
府
・
日
本
銀
行
の
政
策
連
携
」
に
掲
げ
る
目
的
を
早
期
に
達
成
す
る
べ
く
、
正

規
雇
用
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
企
業
の
生
産
性
向
上
分
を
賃
金
に
反
映
す
る
こ
と
で
労
働
分
配
率
を
上
昇
さ
せ
る
た
め
の

取
組
を
一
層
積
極
的
に
行
う
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


